
 令和６年度庁議報告事項 

 第１２回庁議（２０２４年１０月１日）            都市基盤部建築課 

                               

 

【件名】「中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例」の改正について 

 

【要旨】 
１．改正の背景 

   中野区集合住宅の建築及び管理に関する条例（以下「条例」という。）では、家族世帯を対

象とした住宅の供給の促進を図るため、ファミリータイプ住戸の附置義務（以下「附置義務」と

いう。）を設けている。また、環境負荷の低減に配慮した集合住宅や高齢者等の居住に必要な

配慮をした集合住宅に対して、附置義務の緩和や除外規定を設けている。（別紙参照） 

令和７年４月より緩和規定の一部である省エネルギー基準への適合が、「建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関する法律(以下「省エネ法」という。)」の改正により義務化されること

や、除外規定による住戸の利用実態等を踏まえ、条例の目的である家族世帯を対象とした住

宅の供給や多様な世代が暮らせるまちの実現のため、附置義務の緩和及び除外規定の見直

しを行う。 

 

２．条例の改正の考え方 

（１）対象となる建築物 

  特定集合住宅（階数が３以上で住戸の数が１２戸以上の集合住宅等） 

 

（２）緩和規定の改正 

緩和基準を「太陽光発電設備の設置かつ敷地緑化率３０％以上確保」に改める。 

《理由》 

現行の緩和規定では、「環境負荷の低減に配慮した特定集合住宅」として、「省

エネ法の基準に適合し、かつ、太陽光発電設備等の設置または敷地緑化率３０％以

上確保」した場合、附置義務の基準を緩和することができるとしている。 

しかしながら、省エネ法の基準が令和７年４月より義務化されることから、住宅

の環境負荷低減を促進するため、太陽光発電設備の設置と敷地緑化率のどちらも満

たす特定集合住宅について緩和を適用することとする。 

 

（３）除外規定の改正 

除外規定については、「高齢者が円滑に入居できるように配慮した特定集合住

宅」については引続き適用するものとし、「高齢者若しくは障害者の居住に必要

な配慮をした特定集合住宅」については適用しない。 

 



《理由》 

現行の除外規定では、「高齢者が円滑に入居できるように配慮した特定集合住

宅」又は「高齢者若しくは障害者の居住に必要な配慮をした特定集合住宅」とする

ことにより、ファミリータイプ住戸の附置義務を適用しないとしている。 

本規定による高齢者等の居住に必要な配慮をした住戸の利用実態等を確認するた

め、「高齢者若しくは障害者の居住に必要な配慮をした特定集合住宅」を対象にア

ンケート調査を行った結果、高齢者等の居住を確認できたのは１住戸のみであっ

た。このことから、バリアフリーに配慮した住戸の普及については、本規定による

ものではなく、手すりの設置等を義務化することで促進し、「高齢者若しくは障害

者の居住に必要な配慮をした特定集合住宅」に対する附置義務の除外規定は、適用

しないものとする。 

「高齢者が円滑に入居できるように配慮した特定集合住宅」については、引続き

附置義務は適用しない。 

 

（４）バリアフリーに配慮した住戸の設置を義務化 

高齢者若しくは障害者の居住に配慮した集合住宅供給のため、バリアフリー

に配慮した住戸の設置を新たに義務化する。 

《理由》 

現行の条例では、ファミリータイプ住戸を必要数附置すれば、バリアフリーに配

慮した住戸の附置は必要なかった。 

バリアフリーに配慮した住宅の普及を促進していくため、一部の住戸について

は、手すりの設置や床の段差解消等の対応がなされた「バリアフリーに配慮した住

戸」とすることを義務化していく。 

 

３ 区民・関係団体との意見交換会の実施予定について 

（１） 日時   令和６年１１月２１日（木）午後７時～ 

          １１月２２日（金）午後７時～ 

          １１月２３日（土）午前１０時～ 

（２） 開催場所 中野区役所 

 

４ 今後の予定 

令和６年１１月   区民・関係団体との意見交換会 

令和７年３月    建設委員会報告（第１回定例会） 

意見交換会の結果、改正案に盛り込むべき事項等 

 令和７年４月    パブリック・コメント手続きの実施 

令和７年６月    建設委員会報告（第２回定例会） 

パブリック・コメント結果の報告及び条例改正案の提出 

 


